
 

 

 

第２章 環境基本計画の推進 



 



10 

 

第２章 環境基本計画の推進 

   

 

  前橋市環境基本条例に基づき、以下の3つを基本理念とし、さらに、目指すべき将来の「まち」

の姿を5つの環境像として位置づけています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な環境の保全及び

創造は、市民が健康で安

全かつ文化的な生活を

営む上で必要とする環

境を確保するとともに、

環境の恵みが将来の世

代に引き継がれるよう

に適切に行わなければ

ならない 

 

良好な環境の保全及び創造

は、人と自然が共生すること

ができ、かつ環境への負荷が

少ない循環を基調とした持

続的に発展することができ

る社会の構築を目指して、

市・市民・事業者がそれぞれ

の責務に応じた役割分担の

下に自主的かつ積極的に行

わなければならない 

 

地球環境保全は、市・市

民・事業者のすべてが自

らの課題であることを

認識し、それぞれの日常

生活及び事業活動にお

いて、相互に協力し、連

携して推進されなけれ

ばならない 

快適環境の確保と承継 循環型社会構築のための責務 地球環境保全の推進 

３つの基本理念 

 

多様な生態系が

維持され、市民

に潤いと安らぎ

を与える自然環

境が守られ、は

ぐくまれるまち 

生態系の保護 

 

水や緑、歴史等

の環境資源が

有効に活用さ

れ、快適な環境

が創出される

まち 

快適環境の 

創造 
 

典型 7 公害を

含めた都市型

公害の改善が

進み、新たな環

境汚染の発生

が未然に防止

されるまち 

環境汚染の防止 

 

地球規模の考

えを持ち、低負

荷・循環型都市

の形成に向け

た取組が市内

各所で行われ

るまち 

地球環境の 

保全 
 

市民、事業者が

主体的に環境

保全活動に参

加するまち 

環境保全活動

の活性化 

５つの環境像 
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 前橋市環境基本計画における施策の体系と行動指標 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 環境汚染の防止 

典型 7 公害を含めた都市型公

害の改善が進み、新たな環境汚

染の発生が未然に防止される

まち 

２ 生態系の保護 

多様な生態系が維持され、市民

に潤いと安らぎを与える自然

環境が守られ、はぐくまれるま

ち 

環境像 環境目標 

環境目標1-1 大気汚染の防止 

環境目標1-2 水質汚濁の防止 

環境目標1-3 騒音・振動の防止 

環境目標1-4 悪臭の防止 

環境目標1-5 土壌汚染・地盤沈下・化学物質によ 

る汚染の防止 

環境目標1-6 都市環境問題の改善 

環境目標2-1 生物種の保全 

環境目標3-1 水辺空間の保全・改善 

環境目標3-2 緑地の保全・育成 

環境目標3-3 農地や森林の保全 

環境目標3-4 景観の保全・創造 

環境目標4-1 地球温暖化対策等の推進 

環境目標4-2 新エネルギーの導入促進 

環境目標4-3 ごみの減量・資源化（３Ｒ）の促進 

環境目標4-4 廃棄物の適正処理と処理施設の整備・充実 

環境目標5-1 環境情報の整備と提供 

環境目標5-2 環境教育・環境学習の推進 

環境目標5-3 環境保全活動の活性化 

３ 快適環境の創造 

水や緑、歴史等の環境資源が有

効に活用され、快適な環境が創

出されるまち 

４ 地球環境の保全 

地球規模の考えを持ち、低負

荷･循環型都市の形成に向けた

取組が市内各所で行われるま

ち 

５ 環境保全活動の活性化 

市民･事業者が主体的に環境保

全活動に参加するまち 
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・大気汚染調査 

・工場等の発生源調査 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・光化学オキシダント注意報の発令日数 

・有害大気汚染物質濃度の環境基準達成率 

・水質汚濁調査 

・汚水処理事業の一元化による推進 等 

・環境基準（河川）を達成した地点の割合 

・汚水処理人口普及率 

・騒音調査 

・建築工事の騒音対策の推進 等 

・一般騒音の環境基準を達成した地点の割合 

 

・悪臭発生源事業場に対する監視・指導の徹底 

・都市計画後の規制基準等の見直し 

・支所管内の規制基準等の見直し 

・地下水調査 

・特定事業場等の発生源対策 等 

・地下水水質（概況調査）の環境基準を達成し 

た地点の割合 

・前橋市公共交通ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ基本方針に基づく施策の展開   

・自転車利用の促進 等 

・市民一人あたりの公共交通年間利用回数 

・生態系保全のための自然環境調査 

・自然観察会の開催 等 

・野鳥観察会にて観察することのできる野鳥の数 

・河川環境の保全 

・広瀬川河畔緑地の整備 

・広瀬川河畔緑地の整備 

・都市公園緑地の整備 

・街路の緑化の推進 等 

・都市公園の整備面積（一人あたり公園面積） 

・農業の担い手の育成と経営基盤の強化 

・農村環境の保全 

・地産地消の推進 等 

・認定農業者数 

・有害鳥獣捕獲頭数（イノシシ、シカ） 

・景観に配慮した街並み整備 

・景観形成重点地区指定に向けた取組 等 

・景観形成重点地区指定箇所数 

 

・省エネルギー・省資源行動に関する普及・啓発 

・地球温暖化防止実行計画の推進 等 

・市域全体の温室効果ガス（CO2）排出量 

・太陽光発電等の新エネルギーシステムの導入支援 

・小水力発電の導入推進 等 

・太陽光発電による発電能力量（累計） 

・ごみ減量へ向けた啓発の推進 

・有機物のリユース・リサイクルの推進 等 

・一人一日あたりの家庭ごみ排出量（資源ごみを 

  除く） 

・ごみ処理施設の整備・充実 

・廃棄物の不法投棄等の防止 等 

・焼却灰の資源化 

・広報紙、パンフレット等による普及・啓発 

・環境報告書の発行 等 

・環境ポータルサイトのアクセス数（月間） 

・環境保全啓発イベントの開催 

・児童文化センターでの環境学習の実施 等 

・環境教室・イベント等の実施回数（年間） 

・こどもエコクラブの活動推進 

・環境美化活動の推進 等 

・環境マネジメントシステムの補助件数 

 

 

 

 

 

施策例 行動指標例 

 （平成 25年度改訂版） 



13 

 

第１節 環境汚染の防止 

 

１ 大気汚染 

（1）概況 

   大気の汚染とは、大気中に多くの汚染物質があって、人の健康や生活環境に悪い影響が生

じてくるような状態をいいます。このような状態には、火山の噴火によるばい煙の発生など、

自然活動に起因するものも含まれますが、今日の汚染は、その主要部分が工場、事業場の活

動、また、移動発生源として自動車等の排ガスなど人為的に発生したものに起因します。 

 そこで本市では、人の健康を保護するとともに良好な生活環境を保つために、大気汚染防

止法に基づき大気汚染物質の常時監視や工場及び事業場から排出される汚染物質の規制を

行い、大気環境の保全に努めています。 

  

（2）環境基準 

   環境基本法では大気汚染について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持さ

れることが望ましい基準（環境基準）を設定しています。 

   また、大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に暴露された場合には健康への影響が

懸念されている有害大気汚染物質やダイオキシン類についても環境基準が定められていま

す。 

    

 表1-1 大気汚染に係る環境基準（一般環境に係るもの） 

物
質 

      

環
境
上
の
条
件 

1時間値の1日

平均値が、0.04

p p m以下であ

り､かつ、1時間

値が0.1ppm以

下であること 

1時間値の1日

平均値が 10pp

m以下であり、

かつ1時間値の

8時間平均値が

20ppm以下であ

ること 

1時間値の1日

平均値が、0.1m

g/m 3以下であ

り、かつ1時間

値が0.2mg/m3以

下であること 

1時間値が0.06

ppm以下である

こと 

1時間値の1日

平均値が、0.04

ppmから0.06pp

mまでのゾーン

内又はそれ以

下であること 

1年平均値が 15 

μg/ m3以下であ

り、かつ、1 日平

均値が 35μg/ m3

以下であるこ

と。 

測
定
方
法 

溶液導電率法

又は紫外線蛍

光法 

非分散型赤外

分析計を用い

る方法 

ろ過捕集によ

る重量濃度測

定法又はこの

方法によって

測定された重

量濃度と直線

的な関係を有

する量が得ら

れる光散乱法、

圧電天びん法

若しくはベー

タ線吸収法 

 

 

 

 

 

中性ヨウ化カ

リウム溶液を

用いる吸光光

度法又は電量

法、紫外線吸収

法又はエチレ

ンを用いる化

学発光法 

ザルツマン試

薬を用いる吸

光光度法又は

オゾンを用い

る化学発光法 

ろ過捕集による

質量濃度測定方

法又はこの方法

によって測定さ

れた質量濃度と

等価な値が得ら

れると認められ

る自動測定機に

よる方法 

 （昭和48年5月8日環境庁告示第25号、最終改正平成21年9月9日環境省告示第33号） 
 

*1 二酸化硫黄：刺激性の強いガスで、1～10ppm程度で呼吸機能に影響を及ぼします。 

二 酸 化 

硫   黄*1 

一 酸 化 

炭   素*2 

光  化  学 

ｵ ｷ ｼ ﾀ ﾞ ﾝ ﾄ *4 

二 酸 化 

窒   素*5 

微小粒子状

物   質*6 

浮遊粒子状

物      質*3 
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*2 一酸化炭素：無色の気体で、血液中のヘモグロビンと結合し中枢神経系に影響があります。 

*3 浮遊粒子状物質：浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下の粒子をいう。 
*4 光化学オキシダント：大気中の化学物質が太陽光の強い紫外線との光化学反応により生成される

オゾン(O3)、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)などの物質をいう。 
*5 二酸化窒素：刺激性のガスで、吸入すると肺臓深部及び肺毛血管まで侵入します。 

*6 微小粒子状物質：粒径2.5μm以下の粒子状物質であって、呼吸系や循環器系への影響が懸念され

る。 

 表1-2 大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質に係るもの） 

物質名 ベンゼン トリクロロエチレン ﾃ ﾄ ﾗ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ジクロロメタン 

環境上 

の条件 

1 年 平 均 値 が

0.003mg/m3以下で

あること 

1 年 平 均 値 が

0.2mg/m3以下である

こと 

1 年 平 均 値 が

0.2mg/m3以下である

こと 

1 年 平 均 値 が

0.15mg/m3以下であ

ること 

測 定 

方 法 

 キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析

計により測定する方法を標準法とする。又は当該物質に関し、標準法と同等以

上の性能を有すると認められる方法。 

（平成9年2月4日環境庁告示第4号、最終改正平成13年4月20日環境庁告示第30号） 

 

表1-3 ダイオキシン類に係る環境基準（大気） 

  

1年平均値が

0.6pg-TEQ/m3以下 

であること 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサ
ンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計
により測定する方法 

 備考：基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

（平成11年12月27日環境庁告示第68号）  

 

表1-4 大気汚染に係る指針値 

物質

名 

アクリロニトリ

ル 

塩化ビニルモノ

マー 

水銀 ニッケル化合物 クロロホルム 

指針

値 

年平均値

2μg/m3以下 

年平均値

10μg/m3以下 

年平均値

0.04μgHg/m3以下 

年平均値

0.025μgNi/m3以下 

年平均値

18μg/m3以下 

物質

名 

1,2-ジクロロ

エタン 

1,3－ブタジエ

ン 

砒素 マンガン化合物 

指針

値 

年平均値

1.6μg/m3以下 

年平均値

2.5μg/m3以下 

年平均値 

6ngAs/ｍ3以下 

年平均値 

140ng/ｍ3以下 

（平成26年5月環境省環境審議会第10次答申 指針値） 

  

 

 

 

 

 

 ＜キャニスター及び吸引装置＞ 

ベンゼン、トリクロロエタンなどの揮発性

有機化合物を捕集。 

＜ハイボリュームエアサンプラー＞ 

ニッケル化合物、マンガンなどの重

金属類を捕集。 

基 準 値 測  定  方  法 
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（3）大気汚染常時監視 

常時測定局を前橋南局（六供天神公園内）と前橋東局（桂萱小学校内）の2カ所に設置し、

大気汚染の常時監視を行っています。二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、オキシダント

及び浮遊粒子状物質を測定しています。 

二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は環境基準を達成しましたが、オキシダント

は環境基準を達成しませんでした。 

 

表1-5 一般環境大気測定結果  

 

測定局名 

二酸化硫黄 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 オキシダント 

日平均値の2%

除外値（ppm） 

環境基準達

成状況 

日平均値の

年間98%値（p

pm） 

環境基準

達成状況 

日平均値の

2%除外値（m

g/m3） 

環境基準

達成状況 

昼間の1時間値

の年平均値（pp

m） 

環境基準

達成状況 

前橋南局 0.002 ○ 0.016 ○ 0.038 ○ 0.041 × 

前橋東局 0.002 ○ 0.015 ○ 0.038 ○ 0.040 × 

※ 二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び二酸化硫黄の評価は１年間の測定を通じて得られた1日平

均値のうち、低い方から数えて98%に当たる値若しくは高い方から数えて2%の範囲に当たる

測定値を除外した後の最高値を環境基準と比較して評価しています。またオキシダントの評

価は1時間値または1時間値の1日平均値で評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大気汚染常時監視局（前橋南局）＞         ＜大気汚染測定機器＞ 
 

前橋市内には市が所有している一般環境測定2局の他に群馬県が所有している前橋局、環

境省が所有している国設前橋自動車排出ガス測定局の2局があります。（図1-2参照） 

 

（4）有害大気汚染物質調査   

有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質が、平成 8年 10月の中央環境審議会で 234

物質提示され、その中で健康リスクがある程度高いと考えられる 22 の有害大気汚染物質が、

優先取組物質として指定されました。 

本市では、優先取組物質のうち既に測定法が確立している 19 物質（ダイオキシン類を除

く）について年 12 回、六供天神公園にて測定を行っています。 

環境基準の定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジク

ロロメタンの結果については表 1-6のとおりであり、すべての項目で環境基準を達成しまし

た。 
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その他の有害大気汚染物質の結果については表1-7のとおりであり、継続測定地点（六供

天神公園）における表1-6に示す4項目の年平均値推移は、次のグラフ（図1-1）及び資料編

（資2-2）のとおりでした。 

 

表1-6 有害大気汚染物質調査結果（環境基準が設定されているもの） 

 

表1-7 有害大気汚染物質調査結果（環境基準が設定されているもの以外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成28年度までは城南小学校、平成29年度より六供天神公園にて測定。測定は年12回実施。 

 

 

ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

年平均値

（μg/m3） 

環境基準

達成状況 

年平均値

（μg/m3） 

 環境基準 

 達成状況 

年 平 均 値

（μg/m3） 

  環境基準  

  達成状況 

年平均値

（μg/m3） 

  環境基準  

 達成状況 

0.72 ○ 0.63 ○ 0.07 ○ 1.3 ○ 

測定項目 年平均値（μg/m3） 測定項目 年平均値（μg/m3） 

アクリロニトリル <0.03 ヒ素及びその化合物 0.0013 

アセトアルデヒド 1.8 1,3-ブタジエン 0.051 

塩化ビニルモニマー <0.03 ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及びその化合物 0.07 

クロロホルム 0.18 ベンゾ[a]ピレン 0.00006 

酸化エチレン 0.091 ホルムアルデヒド 2.8 

1,2-ジクロロエタン 0.11 マンガン及びその化合物 0.014 

水銀及びその化合物 0.0018 クロム及びその化合物 0.0037 

ニッケル化合物 0.0027   

図 1-1 有害大気汚染物質結果推移（平成 21年度より） 
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図1-2 前橋市内大気環境測定地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
測定地点名 

常時監視局

（局舎名） 

有害大気汚染

物質測定 

ダイオキシン

類測定 
所在地 

 

 

一般局等 

 

 

 

① 六供天神公園 前橋南局 ○ － 
六供町 500番地

28他 

② 桂萱小学校 前橋東局 － － 上泉町 178 

③ 前橋ｻﾝｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ － － ○ 上佐鳥町 539-2 

④ 桂萱東小学校 － － ○ 堤町 471 

⑤ 前橋市大胡支所 － － ○ 堀越町 1115 

⑥ 衛生環境研究所 前橋局 － － 上沖町 378 

自動車排出

ガス測定局 
⑦ 国設前橋局 国設前橋局 － － 元総社町 335 

※⑥は群馬県所有。⑦は環境省所有。●で表示。 

至伊勢崎市

至桐生市国道50号

至桐生市

前橋赤城線

国道353号

広瀬川

利根川

桃ノ木川

国道１７号

至渋川市

Ｊ
Ｒ
上
越
線

荒砥川

⑦

③

①

②
④

⑥

⑤
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（5）ダイオキシン類（大気）調査 

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキ

シン（PCDD）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）の値の総計をいい、ダイオキシン

類対策特別措置法第 26条及び第 27条において、ダイオキシン類による汚染の状況を調査す

ることが義務づけられています。 

平成 29 年度は、前橋サンアビリティーズ、桂萱東小学校及び前橋市大胡支所の 3 地点で

年 3 回、測定を行いました。結果については表1-8 のとおりであり、すべての地点で環境基

準(0.6pg-TEQ/m3)を下回りました。 

 

表1-8 ダイオキシン類（大気）測定結果   単位：(pg-TEQ/m3) 

  最大値 最小値 

ダイオキシン類総量 

平均値 環境基準達成状況 

前橋サンアビリテ

ィーズ 
0.016 0.015 0.016 ○ 

桂萱東小学校 0.025 0.012 0.018 ○ 

前橋市大胡支所 0.019 0.011 0.015 ○ 

 

（6）工場及び事業場の指導  

本市では、大気汚染防止法の規制対象となるすべての工場･事業場*7から排出されるばい

煙等の排出規制を行い、排出基準不適合の場合は、改善計画書等の提出を求め、関連施設の

適正な維持管理などの指導を行っています。 

ばい煙の排出基準は施設、規模、設置年月日によって異なります。表 1-9に主なばい煙発

生施設、その施設に係る規制物質と排出基準を示します。 

平成 29年度は、ばい煙発生施設延べ 30事業場に立入り、延べ 15施設についてばい煙（ば

いじん、窒素酸化物、硫黄酸化物）の測定を行いました。 

調査の結果は、表1-10のとおりであり、基準不適合の工場・事業場は1件ありました。 

 

*7 工場･事業場：「工場」は、継続的に物の製造または加工のため使用される事業所、「事業

場」は、工場以外のすべての事業所。（大気汚染防止法） 
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表1-9 ばい煙発生施設の排出基準 

①ばいじん 

主な施設の種類 

規模 

排出 

ガス量 

(万 Nm3/h) 

排出基準 備考 

一般 

(g/Nm3) 

On  

(%) 

一般 

(g/Nm3) 

Onの扱い 

(%) 

ボイラー 

（小型ボイ

ラーを除

く） 

液体専焼 
(重油、灯油等) 

20以上 0.05 4 既設は当分の間 0.07  

4～20 0.15 4 既設は当分の間 0.18  

1～4 0.25 4   

1未満 0.30 4  
当分の間適

用を猶予 

ガス専焼 
4以上 0.05 5   

4未満 0.10 5   

注：備考中「既設」とは、昭和 57年 5月 31日までに設置された施設をいう。 

 

主な施設の種類 
焼却能力 

（t/h) 

排出基準 備考 

一般 

(g/Nm3) 

Oｎ  

(%) 

一般 

(g/Nm3) 

Onの扱い 

(%) 

廃棄物焼却炉 

4以上 0.04 12 
H10.6.30 までに設置

された施設は 0.08 

 

2～4 0.08 12 
H10.6.30 までに設置

された施設は 0.15 

 

2未満 0.15 12 
H10.6.30 までに設置

された施設は 0.25 
 

 

②硫黄酸化物 

次の式により算出した硫黄酸化物量になっています。 

  q＝K × 10-3He2  

１）qは硫黄酸化物量（単位：温度0度，圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時）で

す。 

２）Kは地域ごとに定められた値であり、前橋市では17.5ですが、指導値は8.0です。 

３）Heとは有効煙突高さ（単位：メートル）です。 

 

 

 

③有害物質（窒素酸化物） 

主な施設の

種類 

規模 

排出 

ガス量 

(万 Nm3/h) 

排出基準（ppm） 残存酸 

素濃度 

Oｎ 

(%) 

S48.8.9 

までに設置 

S48.8.10 

～ 

S50.12.10 

～ 

S52.6.18 

～ 

S52.9.10 

～ 

S62.4.1 

以降に設置 

ボ 

イ 

ラ 

ー 

液
体
専
焼 

(

重
油
等) 

50以上 180 150 130 

4 
4～50 190 180 150 

1～4 230 150 

1未満 250 180 

ガ
ス
専
焼 

50以上 130 100 60 

5 

10～50 130 100 

4～10 130 100 

1～4 150 130 

1未満 150 
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主な施設の種類 

規模 

排出 

ガス量 

(万 Nm3/h) 

排出基準（ppm） 残存酸

素濃度 

Oｎ 

(%) 

S48.8.9 

までに

設置 

S48.8.10

～ 

S52.6.18

～ 

S54.8.10

以降に設

置 

廃
棄
物
焼
却
炉 

①浮遊回転燃焼式 

焼却炉(連続炉) 

4以上 900 450 

12 

4未満 900 450 

②特殊廃棄物焼却

炉(連続炉) 

4以上 300 250 

4未満 900 700 

①②以外の連続炉 4以上 300 250 

4未満 300 250 

連続炉以外 4以上  250 

 

 

表1-10 検査項目別測定数及び不適合状況  

 ボイラー 乾燥炉 焼却炉 
調査延べ

件数合計 

排出基準

超過件数 

違反比率

（％） 

ばいじん 11 2 2 15 0 0 

窒素酸化物 11 2 2 15 0 0 

硫黄酸化物 7 0 2 9 1 11 

塩化水素 0 0 2 2 0 0 

測定数は延べ件数。 

 

（7）特定粉じん排出作業の立入調査  

大気汚染防止法では特定粉じん排出作業*8を実施する場合に届出が義務づけられています。

排出作業が適正に実施されるかどうか立入調査を行い、作業周辺への飛散防止措置や石綿の

保管方法及び場所などについて指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       写真「立入調査の様子」           写真「煙突内の石綿断熱材」  

       

*8 特定粉じん排出作業：「特定粉じん」は、大気汚染防止法施行令において石綿が規定されて

おり、吹き付け石綿、石綿含有の断熱材、保温材及び耐火被覆材を含む建築物を解体また

は改造・補修（除去工事など）する場合には、事前に届出をすることが義務づけられてい

ます。 
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表1-11 特定粉じん排出作業の立入検査件数  

作業の種類 届出件数 立入検査件数 

（Ａ）解体作業 6 6 

（Ｂ）建築物の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、

保温材、耐火被覆材を除去する作業 
6 5 

（Ｃ）特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 0 0 

（Ｄ）改善・補修作業 6 5 

合計 18 16 

※（Ｄ）改善・補修作業は除去、囲い込み、封じ込めなどです。 

※届出１件に対し、複数回立入検査を行っている場合もあります。 
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（8）市内の空間放射線量測定 

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の本市における影響を調

べるため、定期的に市内で空間放射線量の測定を実施しています。測定結果については、市

民の方々が安心して安全に生活していただけるようにホームページ等で公表しています。 

いずれの地点も環境省が示した面的な除染基準線量率毎時 0.23 マイクロシーベルト(高さ

1m，年間 1ミリシーベルトに相当) を下回っています。（平成 30年 3月時点） 

 

  ア 環境政策課測定地点  

   ①公園・公共施設等（年 4回：5月、8月、11月、2月） 

 ②赤城山周辺（8月） 
 

表 1-12主な測定結果（平成 29年 4月～平成 30年 3月までの平均値） 

No. 測定地点 
測定値（マイクロシーベルト/時） 

地表から 1メートル 

1 敷島公園 0.04 

2 清里前原公園 0.05 

3 大室公園 0.04 

4 荻窪公園 0.05 

5 市之木場ふれあい広場 0.04 

6 赤烏公園 0.06 

7 石関公園 0.04 

8 広瀬三丁目公園 0.04 

9 下橋第 2公園 0.04 

10 るなぱあく 0.05 

11 国立青少年交流の家集いの広場 0.06 

12 下川中央公園 0.05 

13 川曲緑地 0.07 

14 今井沼公園 0.04 

15 ふれあい橋 0.05 

16 前橋市消防団箕輪器具置場 0.05 

17 宮城支所 0.05 

18 富士見支所 0.05 

19 粕川支所 0.03 

20 大胡支所 0.06 

21 市役所 0.09 

※測定機器は、シンチレーション式サーベイメータ TCS-172Bを使用しています。 
 

  イ 他課測定地点  

   ①水質浄化センター周辺 （下水道施設課） 

   ②清掃工場周辺 （清掃施設課） 

   ③赤城少年自然の家 おおさる山乃家（青少年課） 
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２ 水質汚濁  

（1）概況 

前橋市内には、市の北西から南東へ貫流している利根川、利根川の水を取り入れている広

瀬川・桃ノ木川をはじめ、大小多数の河川・用水があります。 

 これらの河川は、豊かな自然景観を形成するとともに、潅漑用水や発電用水として利用さ

れ、私たちの生活に密接な関係があります。 

 このため、河川をはじめとする公共用水域の水質を保全するため、環境基本法では水質の

汚濁に関する環境基準を定め、人の健康を保護し、生活環境を保全することとしています。 

 この環境基準を達成するため、本市では水質汚濁防止法の適切な運用により、公共用水域

の常時監視や工場等から出る排水の規制などの水質汚染防止対策を推進し、公共用水域の保

全に努めています。 

 

 （2）環境基準 

環境基本法では水質の汚濁について、人の健康を保護し、また生活環境を保全するうえで

維持することが望ましい基準（環境基準）を設定しています。 

このうち、人の健康を保護する項目（有害物質）については公共用水域全域に、生活環境

項目については河川、湖沼等の利用目的、環境保全の観点から、それぞれ河川、湖沼等の水

域を定めて環境基準が設定されています。 

 市内には、類型指定がなされ、環境基準が適用されている水域が利根川・広瀬川をはじめ

として5河川あります。 

 

   表1-13 河川の類型指定                     

河         川 類        型 達 成 期 間 
利 根 川  （群馬大橋上流） Ａ ロ 

利 根 川  （群馬大橋下流） Ａ イ 

広 瀬 川  （ 全   域 ） Ｂ ロ 

桃ノ木川   （  全   域 ） Ｂ ロ 

荒 砥 川   （ 全   域 ） Ａ ロ 

粕  川  （ 全  域 ） Ａ ロ 
    （注）1 達成期間 イ…直ちに達成 

                      ロ…5年以内に可及的速やかに達成 

       2 河川名の（ ）は本市においての流域を表す。 

 

   表1-14 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 項  目 基 準 値 

カドミウム 0 . 0 0 3 m g ／ L 以 下 1,1,2-トリクロロエタン 0 . 0 0 6 m g ／ L 以 下 

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0 . 0 1 m g ／ L 以 下 

鉛 0 . 0 1 m g ／ L 以 下 テトラクロロエチレン 0 . 0 1 m g ／ L 以 下 

六価クロム 0 . 0 5 m g ／ L 以 下 1,3-ジクロロプロペン 0 . 0 0 2 m g ／ L 以 下 

砒素 0 . 0 1 m g ／ L 以 下 チウラム 0 . 0 0 6 m g ／ L 以 下 

総水銀 0 . 0 0 0 5 m g ／ L 以 下 シマジン 0 . 0 0 3 m g ／ L 以 下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0 . 0 2 m g ／ L 以 下 
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ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと ベンゼン 0 . 0 1 m g ／ L 以 下 

ジクロロメタン 0 . 0 2 m g ／ L 以 下 セレン 0 . 0 1ｍ ｇ ／ L以 下 

四塩化炭素 0 . 0 0 2 m g ／ L 以 下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1 0 m g ／ L 以 下 

1,2-ジクロロエタン 0 . 0 0 4 m g ／ L 以 下 ふっ素 0 . 8 m g／ L以 下 

1,1-ジクロロエチレン 0 . 1 m g ／ L 以 下 ほう素 1 m g ／ L 以 下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0 . 0 4 m g ／ L 以 下 1,4-ジオキサン 0 . 0 5 m g ／ L 以 下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 m g ／ L 以 下  

備 考 

 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2 「検出されないこと」とは、環境庁告示第59号の別表1の測定方法の欄（略）に掲げる 

   方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。 

（昭和46年12月28日環境庁告示第59号） 

 

表 1-15 生活環境の保全に関する環境基準 

(1) 河川（湖沼を除く） 

ア 利用目的の適応性 

項 

目 

 

類 

型 

利用目的の適応性 

基        準        値 

水素イオン 

濃 度 

(pH) 

生物化学的 

酸素要求量 

(BOD) 

浮遊物質量 

 

(SS) 

溶存酸素量 

 

(DO) 
大腸菌群数 

ＡＡ 

水 道 １ 級         

自然環境保全及び

Ａ以下の欄に掲げ

るもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

1㎎/L

以下 

 

25㎎/L 

    以下 

 

7.5㎎/L

   以上 

 

50MPN/ 

100mL以下 

Ａ 

水 道 ２ 級         

水 産 １ 級         

水浴及びＢ以下の 

欄に掲げるもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

2㎎/L

以下 

 

25㎎/L 

    以下 

 

7.5㎎/L 

     以上 

 

1,000MPN/ 

100mL以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級         

水 産 ２ 級         

及びＣ以下の欄に 

掲げるもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

3㎎/L

以下 

 

25㎎/L 

    以下 

 

5㎎/L

以上 

    

 

5,000MPN/ 

100mL以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級         

工 業 用 水 １ 級         

及びＤ以下の欄に 

掲げるもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

5㎎/L

以下 

 

50㎎/L 

    以下 

 

5㎎/L

以上 
－ 

Ｄ 

工 業 用 水 ２ 級         

農 業 用 水         

及びＥの欄に掲げ 

るもの 

 

6.0以上 

8.5以下 

 

 

8㎎/L

以下 

 

100㎎/L 

    以下 

 

2㎎/L

以上 
－ 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級         

環 境 保 全         
6.0以上 

8.5以下 

10㎎/L 

      以下 

ごみ等の浮 

遊が認めら 

れないこと 

2㎎/L

以上 
－ 

備 考 

 １ 基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準じる） 

   なお、BOD(COD)の年間評価は75%値による。 

 ２ 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5㎎/L以上とす 

る。（湖沼もこれに準ずる） 
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 イ 水生生物の生息状況の適応性 

項目 

 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基    準    値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞ

ﾝｽﾙﾎﾝ酸及びそ

の塩(LAS) 

生物Ａ 
イワナ、サケ、マス等比較的低温域を好

む水生生物及びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03 

mg/L以下 

0.001 

mg/L以下 

0.03 

mmg/L以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又

は幼稚仔の生育場として特に保全が

必要な水域 

0.03 

mg/L以下 

0.0006 

mg/L以下 

0.02 

mg/L以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水

生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域 

0.03 

mg/L以下 

0.002 

mg/L以下 

0.05 

mg/L以下 

生物特Ｂ 

生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又

は幼稚仔の生育場として特に保全が

必要な水域 

0.03 

mg/L以下 

0.002 

mg/L以下 

0.04 

mg/L以下 

備 考 

  基準値は年間平均値とする。 

 

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が 4 日

間以上である人工湖） 

ア 利用目的の適応性Ⅰ 

  項 

  目 

 

類 

型 

利用目的の適応性 

基        準        値 

水素イオン 

濃 度 

(pH) 

化学的酸素 

要 求 量 

(COD) 

浮遊物質量 

  

(SS) 

溶存酸素量 

  

(DO) 
大腸菌群数 

ＡＡ 

水 道 １ 級         

水産１級、自然環 

境保全及びＡ以下 

の欄に掲げるもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

1㎎/L

以下 

 

1㎎/L

以下 

 

7.5㎎/L

以上 

 

50MPN/ 

100mL以下 

Ａ 

水 道 ２ 、 ３ 級         

水 産 ２ 級         

水浴及びＢ以下の 

欄に掲げるもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

3㎎/L

以下 

 

5㎎/L

以下 

 

7.5㎎/L

以上 

 

1,000MPN/ 

100mL以下 

Ｂ 

水 産 ３ 級         

工 業 用 水 １ 級         

農業用水及びＣの 

欄に掲げるもの 

 

6.5以上 

8.5以下 

 

 

5㎎/L

以下 

 

15㎎/L

以下 

 

5㎎/L

以上 － 

Ｃ 
工 業 用 水 ２ 級         

環 境 保 全         
6.0以上 

8.5以下 
8㎎/L以下 

ごみ等の浮 

遊が認めら 

れないこと 

2㎎/L 

      以上 
－ 

備 考  水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適

用しない。 
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 イ 利用目的の適応性Ⅱ 

  項目 

 

 

類型 

利 用 目 的 の 適 応 性               
基      準     値 

全 窒 素 全  燐 

 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの                   
 

0.1㎎/L以下 
 

0.005㎎/L以下 

 

Ⅱ 
水道１､２､３級（特殊なものを除く｡) 

水産１種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げる 

もの 

 

0.2㎎/L以下 
 

0.01㎎/L以下 

 

Ⅲ 
水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に 

掲げるもの 

 

0.4㎎/L以下 
 

0.03㎎/L以下 

 

Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの                   
 

0.6㎎/L以下 
 

0.05㎎/L以下 

 

Ⅴ 
水 産 ３ 種 、 工 業 用 水                   

農 業 用 水 、 環 境 保 全                   

 

1㎎/L以下 
 

0.1㎎/L以下 

備 考 

  １ 基準値は、年間平均値とする。 

  ２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行

うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼

について適用する。 

３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

      ２ 水 道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

         〃    ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

           〃    ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

      ３ 水 産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の

水産生物用 

      〃    ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

      〃    ３級：コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用 

      〃    １種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物 

 用 

     〃    ２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

      〃    ３種：コイ、フナ等の水産生物用 

      ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

           〃    ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

           〃    ３級：特殊の浄水操作を行うもの 

      ５ 環 境 保 全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
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ウ 水生生物の生息状況の適応性 

項目 

 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基    準    値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞ

ﾝｽﾙﾎﾝ酸及びそ

の塩(LAS) 

生物Ａ 
イワナ、サケ、マス等比較的低温域を好

む水生生物及びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03 

mg/L以下 

0.001 

mg/L以下 

0.03 

mg/L以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又

は幼稚仔の生育場として特に保全が

必要な水域 

0.03 

mg/L以下 

0.0006 

mg/L以下 

0.02 

mg/L以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水

生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域 

0.03 

mg/L以下 

0.002 

mg/L以下 

0.05 

mg/L以下 

生物特Ｂ 

生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に

掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又

は幼稚仔の生育場として特に保全が

必要な水域 

0.03 

mg/L以下 

0.002 

mg/L以下 

0.04 

mg/L以下 

備 考 

  基準値は年間平均値とする。 

 

 

エ 水生生物が生息・再生産する場の適応性 

項目 

 

 

類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基 準 値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保

全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生

生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L以下 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が

生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸

素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域 

3.0mg/L以下 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保

全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生

物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消す

る水域 

2.0mg/L以下 

備考 
基準値は日間平均値とする。 
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（3）公共用水域の水質の状況 

  ①河川・湖沼 

   平成29年度は、市内を流れる22河川44地点及び湖沼1地点（図1-3のとおり）について水

質調査を実施しました。 

   この中で環境基準点での環境基準達成状況を、河川水質の汚濁指数となるBOD（生物化

学的酸素要求量）75％値で評価すると、桃ノ木川（笂井橋）は達成していますが、荒砥川

（奥原橋）は未達成となっています。また、湖沼の環境基準点である赤城大沼では、湖沼

水質の汚濁指数となるCOD（化学的酸素要求量）75％値で評価すると環境基準未達成とな

っています。 

   また、環境基準が設定されている利根川をはじめとする5河川21地点では、BODの年間測

定回数に対して、環境基準に適合している回数の割合は、利根川100％、広瀬川100％、桃

ノ木川（環境基準点を含む）100％、荒砥川（環境基準点を含む）32％、粕川91％でした。 

   環境基準点と主な一般調査地点の経年変化については、図1-4のとおりです。 

   なお、ダイオキシン類測定調査（水質・底質）を環境基準点と一般測定地点の4地点で

実施しました。これらについては環境基準を達成しました。 

 

  ②地下水  

地下水質の調査は、その目的により（1）概況調査（地域の全体的な地下水質の状況を把

握するために実施する調査）（2）汚染井戸周辺地区調査（概況調査又は事業者からの報告

等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するために実施する調査）

（3）定期モニタリング調査（汚染が確認された後の継続的な監視等、経年的なモニタリン

グとして定期的に実施する調査）の 3つに分類されます。 

概況調査は県内を4ｋｍ四方の区画に分割し、群馬県の測定計画に基づいて14区画内の

井戸で測定を行いました。項目は地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年環告10号）

が定められているカドミウム、トリクロロエチレンなど（アルキル水銀を除く）の27項目

について行った結果、1箇所で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の項目が環境基準を超過しま

した。 

定期モニタリング調査は市内8地点で年2回、トリクロロエチレンをはじめとする揮発性

有機化合物の調査を実施しました。 

また、ダイオキシン調査を市内3地点で実施しましたが、いずれも環境基準を満たしま

した。 
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   図1-3 前橋市内の主要河川採水地点図 
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【環境基準点】 

 

水域名 番号 調査地点 

荒砥川 ① 奥原橋 

桃ノ木川 ② 笂井橋 

赤城大沼 ③ 湖心 

 

【一般調査地点】  

河川名 地点番号 調査地点 河川名 地点番号 調査地点 

利根川 
1 中央大橋 

端気川 
22 柳橋 

2 昭和大橋 23 樋之滝橋 

荒砥川 

3 上荒砥橋 韮川 24 清内橋 

4 曲輪橋 清水川 25 前原橋 

5 木三橋 佐久間川 26 満開橋 

広瀬川 

6 第二号放水路制水門 八幡川 27 山澤橋 

7 十六本橋 
荒砥川 

28 赤城温泉郷北 

8 新貝橋 29 観音橋 

9 広瀬新橋 

粕川 

30 滝沢不動尊北 

10 新川橋 31 庚申橋 

11 須永橋 32 粕川大橋 

桃ノ木川 

12 北代田橋 山伏川 33 船原橋 

13 大宝橋 桂川 34 新中橋 

14 桃ノ木橋 鳴沢川 35 
荒砥川合流前 

(旧天神山自然公園北) 

藤沢川 15 上泉橋 大穴川 36 
荒砥川合流前 

(旧天神山自然公園) 

寺沢川 16 牛橋 神沢川 37 近戸橋 

滝川 

17 総社町高架付近 

赤城白川 

38 姫百合橋 

18 滝川橋 39 中白川橋 

19 川曲新橋 40 東竜橋 

染谷川 
20 妙見１号橋 細ヶ沢川 41 五反田橋 

21 染谷橋 法華沢川 42 桃ノ木川合流前 
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 図1-4 河川水質の経年変化 

 

 環境基準設定河川（基準点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

一般調査河川 
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（4）工場・事業場の指導 

水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される排水を規制することによ

り、公共用水域の水質汚濁の防止を図っています。 

また、群馬県においては水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき、制定されている上乗

せ条例の一部が改正され（平成5年3月）、工場・事業場に適用される排水基準の見直しが行

われました。条例及び省令で定める排水基準は、別表のとおりです。 

本市では、平成4年度より水質汚濁防止法に基づく政令市の指定を受け、工場等に対し立

入検査を行っていますが、平成29年度は延べ113事業場について検査を行いました。 

そのうち排水基準が適用される、1日あたりの排水量が10m3以上または有害物質を使用し

ている事業場の排水について、延べ113か所の水質検査を行いました。 

水質検査の結果、排水基準不適合事業場については、改善計画書の提出を求め、排水処理

施設等の適切な維持管理を行うよう指導しました。 

検査項目別の不適合状況は表1-18に示すとおりです。 

なお、法律及び県条例に基づき提出された施設の設置等の届出件数、特定施設数及び事業

場数は資料編を参照してください。 
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表1-16 有害物質 

（排水基準を定める省令別表第一、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表八） 

※排水量の多少に関わらず適用される排水基準 

項 目 名 許容限度（単位：㎎/L） 

カドミウム及びその化合物 0.03 

シ ア ン 化 合 物 1 

有 機 燐 化 合 物 1 

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.1 

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.5 

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.1 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 0.005 

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されないこと 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.003 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2 

四 塩 化 炭 素 0.02 

1,2－ ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04 

1,1－ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1 

シス1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.4 

1,1,1-ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3 

1,1,2-ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.06 

1,3－ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02 

チ ウ ラ ム 0.06 

シ マ ジ ン 0.03 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2 

ベ ン ゼ ン 0.1 

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1 

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 10 

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 8 

アンモニア、アンモニウム化合物、 

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝 

酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 

1,4－ジオキサン 0.5 

備 考 

1 「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める

方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界

を下回ることをいう。 

2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現に湧出し

ている温泉（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。）を利用す

る旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 
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表1-17 生活環境項目 

（排水基準を定める省令別表第ニ、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を

定める条例別表（県条例）、群馬県の生活環境を保全する条例規則別表第九） 

※生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、フェノール類含有量の許容限度

については、法に基づく排水基準に代えて適用する排水基準（排水基準を定める条例に規定

する排水基準）である。 
 

項 目 名 

許 容 限 度 

豚房施設、牛房施設及び馬房

施設以外の特定施設 
豚房施設、牛

房施設及び馬

房施設 
排水量平均30

㎥/日以上 

排水量平均30

㎥/日未満 

 水素イオン濃度 5.8以上  8.6以下 

 生物化学的酸素要求量 25㎎/L 60㎎/L 80㎎/L 

 化学的酸素要求量 25㎎/L 60㎎/L 80㎎/L 

 浮遊物質量 50㎎/L 

 

70㎎/L 120㎎/L 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) 5㎎/L 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) 30㎎/L 

 フェノール類含有量 1㎎/L 

 銅含有量 3㎎/L 

 亜鉛含有量 2㎎/L 

 溶解性鉄含有量 10㎎/L 

 溶解性マンガン含有量 10㎎/L 

 クロム含有量 2㎎/L 

 大腸菌群数 日間平均 3,000 個/㎝3 

 窒素含有量 120㎎/L（日間平均 60㎎/L) 

 燐含有量 

 

 

16㎎/L（日間平均 8㎎/L) 

 

 

 

 ホルムアルデヒド 10㎎/L 

備 考 

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10m3以上である工場又は事業 

 場に係る排出水について適用する。 

3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄 

 鉱を掘採する鉱業を含む）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム 

 含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施 

 行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場 

 に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排 

 出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出 

 水に限って適用する。 

6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ 

 れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ 

 れがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が9,000㎎/Lを超えるものを含む。以下同じ） 

 として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適 

 用する。 

7  ホルムアルデヒドについての特定排出水規制基準は、群馬県の生活環境を保全する条例第2条 

第7項に規定する水質特定施設を設置している事業者に係る特定排出水に限って適用する。 
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8 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれ

がある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ

れがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排

出水に限って適用する。 

9  特定事業場が異なる種類の特定施設を併せて設置する場合において、異なる許容限度の排水

基準が定められているときは、それらの排水基準のうち最小の許容限度のものを当該特定事業

場に係る排出水について適用する。 
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  表1-18 項目別排水基準不適合状況 

区   分    

項  目 

延調査実施 

事業場数 

左のうち排水基準違反件数 

延事業場数 違反比率（％） 

生 
 

 

活 
 

 

環 
 

 

境 
 

 

項 
 

 

目 

水素イオン濃度 110  1 0.9  

生物化学的酸素要求量 109  0 0.0  

浮遊物質量           109  1 0.9  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)  25  0 0.0  
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂

類) 
99  0 0.0  

フェノール類含有量 6  0 0.0  

銅含有量 15  0 0.0  

亜鉛含有量 15  2 13.3  

溶解性鉄含有量 16  0 0.0  

溶解性マンガン含有量 13  0 0.0  

クロム含有量 14  1 7.1  

大腸菌群数 94  1 1.1  

窒素含有量 97  0 0.0  

燐含有量 92  5 5.4  

ホルムアルデヒド 2  0 0.0  

健 
 

 

康 
 

 
項 

 
 

目 
 

 

・  
 

有 
 

 

害 
 

 

物 
 

 

質 

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 10  0 0.0  

シアン化合物 25  0 0.0  

有機燐化合物 3  0 0.0  

鉛及びその化合物 25  0 0.0  

六価クロム化合物 26  0 0.0  

砒素及びその化合物 9  0 0.0  

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物 9  0 0.0  

アルキル水銀化合物        6  0 0.0  

ポリ塩化ビフェニル          3  0 0.0  

トリクロロエチレン 20  0 0.0  

テトラクロロエチレン      5  0 0.0  

ジクロロメタン 17  0 0.0  

四塩化炭素 3  0 0.0  

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 2  0 0.0  

1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 2  0 0.0  

シ ス - 1 , 2 -ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 3  0 0.0  

1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 7  0 0.0  

1,1,2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3  0 0.0  

1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 2  0 0.0  

チウラム 2  0 0.0  

シマジン 2  0 0.0  

チオベンカルブ 2  0 0.0  

ベンゼン 3  0 0.0  

セレン及びその化合物 2  0 0.0  

ほう素及びその化合物 29  0 0.0  

ふっ素及びその化合物 23  0 0.0  
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物 
106  0 0.0  

1,4-ジオキサン 2  0 0.0  

注：不適合事業場については、改善状況確認のため、後日不適合項目のみ再検査を実施している。 



38 

（5）公共用水域の水質保全対策 

①公共下水道整備  

近年、河川の水質汚濁が問題となり、下水道等の一層の整備が求められています。 

こうしたことから、汚水処理事業全体を計画的・効率的に整備していくため、農業集落排

水事業及び合併処理浄化槽設置費補助事業と連携し、公共下水道整備を推進しました。 

 

表1-19 整備面積（平成29年度末現在） 

区      分 整備面積(ha) 供用面積(ha) 摘  要 

単独公共 前橋処理区 1,169.5 1,169.5 合流1,018.6ha 

単独公共 赤城山大洞処理区 47.0 47.0  

流域関連公共下水道 4,969.3 4,944.7  

計 6,185.8 6,161.2  

       

    表1-20 普及状況（平成29年度末現在） 

行政区域内人口（Ａ） 供用人口（Ｂ） 普及率(B/A×100) 

337,579人 239,265人 70.9％ 

    ＊人口には外国人住民を含む。 

    ○汚水処理人口普及率   92.3％            

   （公共下水道に農業集落排水、コミュニティプラント及び合併処理浄化槽を加えた普及率） 

 

②農業集落排水処理施設整備  

近年、農村部において混住化・都市化が進み生活環境が著しく変化する中で、生活雑排水

による農業用水の汚濁が、生産環境・生活環境に大きな影響を与えています。 

   本市では、農業集落排水事業に昭和49年度より取り組み、現在までに20地区で事業が完了

しました。 

    これにより、農村地域の生活環境の改善と豊かな自然景観の保全に努めています。 

 

表1-21 農業集落排水処理施設整備地区 

処 理 区 対 象 町 名 計画処理人口 

前 橋 東 部 
上大島町、上長磯町、野中町、笂井町、小屋原町

の各一部 
3,800人 

公 田 公田町の一部 650人 

下 増 田 上増田町、下増田町の各一部    1,060人 

上 増 田 笂井町、上増田町の各一部    1,300人 

大 室 西大室町、東大室町の各一部    2,800人 

前 橋 今 井 
荒口町、二之宮町、今井町、上増田町、下増田

町の各一部 
   2,960人 

二 之 宮 飯土井町、新井町、二之宮町の各一部    4,840人 

荒 砥 北 部 下大屋町、泉沢町、荒口町、荒子町の各一部    6,030人 

樋 越 樋越町の一部 2,840人 

新 屋 
粕川町新屋、粕川町込皆戸、粕川町深津、粕川

町女渕の各一部 
   2,180人 
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稲 里 粕川町稲里、粕川町新屋、粕川町女渕の各一部      950人 

込 皆 戸 
粕川町新屋、粕川町込皆戸、粕川町深津、粕川

町女渕、樋越町の各一部 
   2,850人 

馬    場 苗ヶ島町、馬場町の各一部        740人 

米    野 富士見町米野の一部 1,180人 

横    引 富士見町引田、富士見町横室の各一部 1,380人 

横 引 第 二 富士見町田島、富士見町原之郷の各一部 820人 

市 之 木 場 
富士見町漆窪、富士見町市之木場、富士見町山

口の各一部 790人 

石    井 富士見町石井の一部 1,020人 

富士見東部 富士見町小暮、富士見町皆沢の一部 2,770人 

白 川 東 富士見町小暮の一部 2,340人 

計   43,300人 

 

③合併処理浄化槽設置費補助事業 

公共用水域の水質汚濁防止のため、下水道及びその類似施設の普及していない地域を対象

として、小型合併処理浄化槽の設置者に対して補助を行うとともに、平成18年度から、汲取り

槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する者に対し、転換加算補助を行いました。ま

た、平成23年度から群馬県が設けたエコ補助金制度を活用し、転換加算に加えエコ補助金も加

算して補助を行い、設置者の負担軽減による転換の推進に努めています。 

なお、平成28年度からは、県の新設（新築：建替・増築以外のもの）補助が廃止されたこ

とに伴い、新設時における補助については廃止しました。 

 

表1-22 合併処理浄化槽設置費補助実績 

区      分 平成 27年度 平成 28年度 平成29年度 

 ５ 人 槽 152基  7,600千円 37基  1,850千円 41基  2,050千円 

６ ・ ７ 人 槽 80基  5,600千円 23基  1,610千円 34基  2,380千円 

８～１０人槽 8基  800千円 4基  400千円 2基  200千円 

転換加算 (65基) 31,490千円 (60基) 28,960千円 (69基) 33,250千円 

エコ補助金 (71基) 

 

7,100千円 (64基) 

 

6,400千円 (77基) 

 

7,700千円 

計 240基  

Ki 基 

52,590千円 64基  

Ki 基 

39,220千円 77基  

Ki 基 

45,580千円 

※ 転換加算及びエコ補助金の基数は各人槽における補助基数の内数です。 
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３ 騒 音  
 

(1)概況 

騒音とは、時間、音の出ている場所や状況、体調等により感じ方が違うため、一般に“な

い方がよい音”“好ましくない音”と定義されています。騒音の種類には、人が生活すること

によって生じる生活騒音、工場・作業場等から生じる工場騒音、自動車・鉄道・飛行機等の

交通騒音、建設土木工事の作業騒音、街頭騒音等が挙げられます。 

騒音は局地的なものですが、長時間にわたってさらされることが多く、精神的なストレス

からくる頭痛、消化器系統の障害、睡眠不足などに陥り、公害苦情の中でも多いものとなっ

ています。近年、工場騒音等は減少してきていますが、一般家庭のエアコンやボイラーなど

の生活騒音によるトラブルが目立ってきています。 

 
  表 1-23 音のいろいろ 

 

dB(デシベル) 身 近 な 音 の 例 

120 飛行機のエンジン近く 

110 自動車の警笛（前方 2ｍ）・リベット打 

100 電車が通るときのガード下 

90 騒々しい工場・大声による独唱 

80 地下鉄の車内・鉄道の車内 

70 騒々しい事務所・電話のベル 

60 静かな乗用車・普通の会話 

50 静かな事務所 

40 市内の深夜・図書館 

30 郊外の深夜・ささやき声 

20 木の葉のふれあう音・置き時計の秒針の音（前方 1ｍ） 
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 (2)環境基準 

生活環境を保全し、人の健康の保護のために維持されることが望ましい基準として、環境基

準が定められています。 

 

 表 1-24 騒音に係る環境基準（平成 11年 4月 1日施行） 

単位：dB 

地域の類型 基 準 値 備   考 

 
地域の区分 昼   間 夜   間  

ＡＡ 50 40 特に静穏を要する地域 

Ａ 55 45 
専ら住居の用に供され

る地域  ２車線以上の道路 

に面する地域 
60 55 

Ｂ 55 45 
主に住居の用に供され

る地域  ２車線以上の道路 

に面する地域 
65 60 

Ｃ 60 50 相当数の住居と併せて

商業、工業等の用に供さ

れる地域 
 車線を有する道路 

に面する地域 
65 60 

（注）計量は、Ａ特性を用いる。評価手法は等価騒音レベルによるものとする。 

時間の区分は、昼間 6:00～22:00、夜間 22:00～翌朝 6:00とする。 

道路に面する地域とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域を指す。 

 

   幹線交通を担う道路に近接する空間については、次表に掲げるとおりとする。 

    

   表 1-25                              単位：dB（Ａ） 

基 準 値 
備    考 

昼   間 夜   間 

70 65 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面

の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼

間 45、夜間 40）によることができる。 

 
※幹線交通を担う道路の指定（平成 24 年 2月 14 日前橋市告示第 72号） 

(1)道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市町

村道（市町村道にあっては 4 車線以上の車線を有する区間に限る。） 

(2)(1)に掲げる道路のほか、道路運送法（昭和 26年法律第 183 号）第 2条第 8項に規定する一般自

動車道であって都市計画法施行規則（昭和 44年建設省令第 49号）第 7条第 1号に定める自動車

専用道路 

※幹線交通を担う道路に近接する空間の範囲 

(1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  ：道路端から 15メートルの範囲 

(2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ：道路端から 20メートルの範囲 
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（3）環境騒音の現況 

本市では、地域における騒音の実態を把握するために環境騒音調査を実施しています。 

一般地域においては、人間活動により発生する騒音を 16地点（市街化区域 12地点、市街化調

整区域 3地点、未指定区域 1地点）で測定しました。測定地点における環境基準の達成状況は、

昼間が 16地点全てで達成し 100.0％、夜間は 15地点で達成し 93.8％となりました。 

道路に面する地域においては、幹線交通を担う道路の自動車交通等により発生する騒音を 6地

点測定し、測定地点における環境基準の達成状況は、昼間・夜間ともに 100.0％となっています。

道路に面する地域の測定結果を反映させて、面的評価支援システム（環境省システム）で幹線交

通を担う道路に近接する空間及び非近接空間について、本市全体の面的評価を行ったところ、環

境基準の達成率は昼間が 98.2％、夜間が 97.3％となりました。 
 

  表 1-26 騒音に係る環境基準の達成率の推移（一般地域） 
 

区 分 平成27年 平成28年 平成29年 

環境騒音(一般地域)達成率 100.0％ 100.0％ 93.8％ 
 
 

  表 1-27 騒音に係る環境基準達成状況 
 

区 分 
測 定 

地点数 

昼間(6～22時) 夜間(22～6時) 全時間帯 

達 成 

地点数 

達成率

(%) 

達 成 

地点数 

達成率

(%) 

達 成 

地点数 

達成率

(%) 

 一般地域 16 16 100 15 93.8 15 93.8 

 うちＡ類型 7 7 100 6 85.7 6 85.7 

うちＢ類型 6 6 100 6 100 6 100 

うちＣ類型 3 3 100 3 100 3 

 
100 

道路に面する地域 

(幹線交通を担う道 

 路に面する空間) 

6 6 100 6 100 6 100 

 
 

  表 1-28 道路種別ごとの環境基準（面的評価）達成率              （％） 
 

     年度 

道路種別 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

昼間 夜間 全時間帯 昼間 夜間 全時間帯 昼間 夜間 全時間帯 

高速自動車道 100 100 100 100 100 100 － － － 

国 道 98.9 97.8 98.9 97.3 96.4 96.4 99.4 98.7 98.7 

県 道 98.8 98.7 98.7 99.2 96.7 96.4 99.6 99.5 99.4 

４車線以上の市道 93.5 93.6 93.5 － － － 99.4 99.6 99.4 

合 計 97.4 97.3 97.3 99.1 96.7 96.4 99.6 99.3 99.2 
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  （4）類型・区域の区分 

 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域及び騒音に係る環境基準に掲げる幹線交通

を担う道路の指定の告示（平成 24年前橋市告示第 72号）、特定工場等において発生する騒

音の規制地域等の指定の告示（平成 28 年前橋市告示第 159 号）、特定建設作業に伴って発

生する騒音を規制する区域の区分の指定の告示（平成 28年前橋市告示第 160号）及び、飲

食店営業等に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定の告示（平成 28年前橋市

告示第 164号）により指定された地域の類型及び区域の区分です。 

 

   表 1-29 騒音の地域の類型、区域の区分 

地域の 

類 型 
区域の区分 区   域   名 

Ａ 

第 1種区域 

都市計画法第 8条第 1項第 1号の規定により定められた用途地

域（以下「用途地域」という。）のうち第一種低層住居専用地域

及び第二種低層住居専用地域並びに鶴が谷町の区域 

第 2種区域 

用途地域のうち第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居

専用地域 

Ｂ 

用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、

市街化調整区域（多田山産業団地の一部（前橋市域）を除く）、

大胡支所の所管区域のうち第 3種区域を除く区域、宮城支所及び

粕川支所の所管区域のうち前橋勢多都市計画区域であって、第 3

種区域を除く区域、富士見支所の所管区域 

Ｃ 

第 3種区域 

用途地域のうち近隣商業地域（富士見支所の所管区域内の近隣

商業地域を除く）、商業地域、準工業地域の区域及び大胡支所の

所管区域内の工業地域の区域、粕川支所の所管区域のうち主要地

方道前橋大間々桐生線、県道深津伊勢崎線、東神沢川及び大正用

水に囲まれた区域、多田山産業団地の一部（前橋市域） 

第 4種区域 

用途地域のうち工業地域（大胡支所の所管区域内の工業地域を

除く）及び工業専用地域、朝倉工業団地、西善工業団地、東善・

中内工業団地、中内第二工業団地、泉沢工業団地の区域 

 

 

 （5）特定工場等に対する規制 

  騒音規制法においては、特に騒音の出やすい施設（特定施設）を設置する工場を特定工

場として定めており、敷地境界における音量規制を設けています。本市は地域の特性に応

じて 4 つの区域に分けて基準を設けています。なお、法律及び県条例に基づき提出された

施設の設置等の届出件数及び事業場数は資料編を参照してください。 
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  表 1-30 規制基準                          単位：dB 

     時間の区分 

 区域の区分 

昼 間 朝 夕 夜 間 

8:00～18:00 6:00～8:00 18:00～21:00 21:00～6:00 

第 1種区域 45 40 40 

第 2種区域 55 50 45 

第 3種区域 65 60 50 

第 4種区域 70 65 55 

※ただし、第 2 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おお

むね 50ｍの区域内における基準は、上表で定める基準より 5dB減じた基準値としている。 

1．小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園 

2．保育所 

3．病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの 

4．図書館 

5．特別養護老人ホーム 

6．幼保連携型認定こども園 

 

（6）特定建設作業等に対する規制 
騒音の特に出やすい建設作業については、騒音規制法により規制が設けられています。 

 

 表 1-31 規制基準 

  基準の区分 

 

特定 

建設作業 

特定建設作業の

場所の敷地境界

線における騒音

の大きさ 

夜 間 作 業 1 日の作業時間 

作業期間 

日曜日 

その他 

の休日 

の作業 

第 1,2,3種及

び 4種の一部

区域 

左記以外

の区域 

第 1,2,3種

及び 4種の

一部区域 

左記以外

の区域 

くい打機、くい抜機

又はくい打くい抜

機を使用する作業 

85dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 7 時か

ら午前 7 時

までは行わ

ないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 10時

から午前

6 時まで

は行わな

いこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 時間を

超え て行

わな いこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 時間を

超えて行

わないこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続して

6 日を超

えて行わ

ないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行わない

こと 

びょう打機を 

使用する作業 

さく岩機を使用 

する作業 

空気圧縮機を 

使用する作業 

コンクリートプ 

ラント又はアス 

ファルトプラン 

トを設けて行う 

作業 

バックホウを使 

用する作業 

トラクターショ 

ベルを使用する 

作業 

ブルドーザー 

を使用する作業 
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（7）深夜営業騒音に対する規制 

 営業騒音に対する群馬県の生活環境を保全する条例の規制の内容は以下のとおりです。 

 

 ①音量規制 

表 1-32 深夜営業にかかる規制基準 

対 象 営 業 
飲食店営業、喫茶店営業、ボーリング場営業、ゴルフ練習場営業 

テニス練習場営業、バッティング練習場営業 

規制時間帯 午後 10時から翌日の午前 6時まで 
第１種区域：４０デシベル 

第２種区域：４５デシベル 

第３種区域：５０デシベル 

第４種区域：５５デシベル 
許 容 限 度 

第 1種区域：40dB 

第 2種区域：45dB 

第 3種区域：50dB 

第 4種区域：55dB 

 

 

②音響機器等の使用規制 

表 1-33 深夜営業における音響機器等の使用規制 

対象営業 飲食店営業 

対象地域 第 1種区域、第 2種区域、第 3種区域、第 4種区域 

対象となる 

音響機器 

・カラオケ装置 

・ステレオセットその他の音声機器 

・拡声装置 

・録音・再生装置（カラオケ装置を除く） 

・有線ラジオ放送装置（受信装置に限る） 

・楽器 

※午後 11時から翌日の午前 6時まで使用禁止。ただし音響機器から発生する音が営業場所

の境界より外へ漏れない場合はこの限りでない。 

 

③利用者の責務 

飲食店営業等の利用者は、その利用にともない発生する騒音により、周辺の生活環境を

損なうような行為をしてはなりません。 
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４ 振 動 
 

（1）概況 

振動は工場の機械の運転、建設工事、車両の通行、重量物の落下等によって引き起こされ、

地面、構築物を媒体として周囲に伝播され、人々に不安感、身体異常、建屋の損壊などの被

害を与えます。 

 

  表 1-34 振動の目安 

  
気象庁 
震度階級 ｄB 事例 

7 110以上  揺れに翻弄され、自分の意志で行動できない。 

6強 
105～110 

 立っていることができず、はわないと動くことができない。 

6弱  立っていることが困難になる。 

5強 

95～105 

 非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。 

5弱 
 多くの人が、身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に 

 支障を感じる。 

4 85～95 
 かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとす 

 る。眠っている人のほとんどが目を覚ます。 

3 75～85 
 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。恐怖感を覚える 

 人もいる。 

2 65～75 
 屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。眠っている人の一部 

 が、目を覚ます。 

1 55～65  屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。 

0 55以下  人は揺れを感じない。 

 

 

 振動を発生させる機械としては、鍛造機、プレス機、コンプレッサー、建設工事に使用さ

れるくい打ち機、さく岩機等が挙げられます。これらの機械は、一定レベルの振動を発生さ

せるものとして振動規制法で規制を受ける場合があり、また、振動とともに騒音を発生させ

るものが大半であるため、振動規制法に加え、騒音規制法においても規制を受けることがあ

ります。 

 本市では工場振動及び建設作業振動について必要な規制、指導を行うことにより生活環境

の保全に努めています。 
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 （2）区域の区分 

  表 1-35 振動の区域の区分 

振動の区域の区分 用   途   地   域 

第 1種区域 

都市計画法第 8条第 1項第 1号の規定により定められた用途地

域（以下「用途地域」という。）のうち第一種低層住居専用地域及

び第二種低層住居専用地域並びに鶴が谷町の区域 

用途地域のうち第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居

専用地域第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、市街化

調整区域（多田山産業団地の一部（前橋市域）を除く）、大胡支所

の所管区域のうち第 2種区域を除く区域、宮城支所及び粕川支所

の所管区域のうち前橋勢多都市計画区域であって、第 2種区域を

除く区域、富士見支所の所管区域 

第 2種区域 

用途地域のうち近隣商業地域（富士見支所の所管区域内の近隣

商業地域を除く）、商業地域、準工業地域の区域及び大胡支所の所

管区域内の工業地域の区域、粕川支所の所管区域のうち主要地方

道前橋大間々桐生線、県道深津伊勢崎線、東神沢川及び大正用水

に囲まれた区域、多田山産業団地の一部（前橋市域） 

用途地域のうち工業地域（大胡支所の所管区域内の工業地域を

除く）及び工業専用地域、朝倉工業団地、西善工業団地、東善・

中内工業団地、中内第二工業団地、泉沢工業団地の区域 

 
※振動規制法の第 1種区域は、騒音規制法の第 1種区域と第 2種区域に該当 

 振動規制法の第 2種区域は、騒音規制法の第 3種区域と第 4種区域に該当 

 

 （3）特定工場等に対する規制 

振動規制法では振動の特に出やすい施設（特定施設）を設置している工場を特定工場とし

て定めており、規制基準を設けています。本市は地域の特性に応じて 2 つの区域に分けて基

準があります。なお、法律及び県条例に基づき提出された施設の設置等の届出件数、特定施

設数及び事業場数は資料編を参照してください。 

 

     表 1-36 規制基準                          単位：dB 

    時間の区分 

 区域の区分 

昼 間 夜 間 

8:00～19:00 19:00～8:00 

第 1種区域 65 55 

第 2種区域 70 65 

※ただし、各区域に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね 50ｍの区域内における基準は、

上表で定める基準より 5dB減じた基準値としている。 

1．小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園 

2．保育所 

3．病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの 

4．図書館 

5．特別養護老人ホーム 

6．幼保連携型認定こども園 
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（4）特定建設作業等に対する規制 

 振動の特に出やすい建設作業について振動規制法及び、県条例により規制が設けられてい

ます。 

 

表 1-37 規制基準 

  基準の区分 

 

 

 

特定建設作業 

特定建設作

業の場所の

敷地境界線

における振

動の大きさ 

夜 間 作 業 1日の作業時間 

作業期間 

日曜日 

その他 

の休日 

の作業 

第 1 種及び 2

種の一部区

域 

左記以外

の区域 

第 1 種及び

2 種の一部

区域 

左記以外

の区域 

くい打機、くい 

抜機又はくい打 

くい抜機を使用 

する作業 

75dB 

 

 

 

 

 

 

 

午後 7 時か

ら午前 7 時

までは行わ

ないこと 

 

 

 

 

 

 

 

午後 10

時 か ら

午前 6時

ま で は

行 わ な

いこと 

 

 

 

 

 

 

 

10 時間を

超えて行

わないこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

14 時間

を 超 え

て 行 わ

な い こ

と 

 

 

 

 

 

 

 

連 続 し

て 6 日

を 超 え

て 行 わ

な い こ

と 

 

 

 

 

 

 

 

行 わ な

いこと 

鋼球を使用して 

建築物その他の 

工作物を破壊す 

る作業 

舗装版破砕機を 

使用する作業 

ブレーカーを使 

用する作業 

空気圧縮機を使 

用する作業 

（条例） 
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５ 悪 臭  

 （1）概況 

悪臭とは、人間の嗅覚を刺激し、不快感、吐き気、頭痛、食欲減退などの生理的障害をも

たらすにおいのことであり、住民の快適な生活環境をそこなうとして問題にされています。 

悪臭の被害は風向きなどの自然条件や立地環境などの地理的条件で異なり、局地的なもの

から広い範囲までさまざまです。 

本市の悪臭防止対策は、規制区域と規制方式を定めることにより工場、事業場に対して規

制、指導を行っています。平成 24年 4月 1日より、規制区域に大胡支所、宮城支所、粕川支

所及び富士見支所管内が加わり、市内全域となりました。また、規制方法は臭気指数規制方

式としています。（平成 23年前橋市告示第 510号）（表 1-37参照） 

悪臭の規制は敷地境界（第 1 号規制）、気体排出口（第 2 号規制）、排出水（第 3 号規制）

の 3つの規制があり、それぞれについて規制基準が定められています。 

 

図1-5 工場、事業場等に対する悪臭の3つの規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省パンフレット「臭気対策のすすめ」より） 

 

写真「敷地境界でのサンプリング」    写真「気体排出口でのサンプリング」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臭気指数規制とは 
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 表1-38 前橋市における臭気指数の規制基準 

規制地域の区分 敷地境界 気体排出口（煙突など） 排出水 

Ａ区域 12 

事業場ごとに算出する。 

28 

Ｂ区域 15 31 

Ｃ区域 18 34 

Ｄ区域 21 37 

○Ａ区域（住居系地域） 

大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域以外の第一種低層住居専用

地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに第一種及び第二種住居地域、準居

住地域 

○Ｂ区域（商業系地域） 

大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域以外の近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域 

○Ｃ区域（工業系地域） 

1 大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域以外の工業地域、工業専

用地域 

2 調整区域内の工業団地の区域  

3 亀泉町、荻窪町、小坂子町、荒口町各々の一部 

○Ｄ区域（市街化調整区域） 

Ａ区域、Ｂ区域及びＣ区域以外の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真「嗅覚測定法による測定の様子」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嗅覚測定法・臭気指数とは 

人間の鼻（嗅覚）を利用して、「臭いの強さ」を測定する測定法です。3 点比較式臭袋法、3

点比較式フラスコ法が主に用いられます。バラの花びら、菓子プリンのようなにおいなど嗅覚検

査に合格した「パネラー」（臭いを嗅ぐ人）と、サンプリング、試料調整や臭気指数算出など統

括するオペレーター（臭気判定士）で、測定を行います。 

臭気指数は、においがついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭の空気（水の場合

は無臭の水）で薄めたときの希釈倍率から算出した数値で次の式から求められます。 

臭気指数＝10×log（希釈倍率） 

例えば、100 倍に薄めてにおいがしなくなった場合、100＝10２ ですので、臭気指数は 10×2

＝20になります。 
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６ 土壌汚染・化学物質  

 （1）土壌汚染 

土壌の有害物質による汚染状況の把握や汚染土壌による人の健康被害を防止することを

目的として、土壌汚染対策法が平成 15年 2月に施行されました。 

その後、法律に基づかない自主的調査による土壌汚染の発見の増加、汚染土壌の不適正な

処理による汚染の拡散等の問題が顕在化し、これらの問題を解決するため、平成 22年 4月 1

日に改正法が施行され、法の充実化が図られました。同法の概要は図 1-6のとおりです。 

平成 30 年 3 月末現在、本市では 5 区域が指定区域（いずれも形質変更時要届出区域）と

して指定されています。 

 

図 1-6 土壌汚染対策法概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
 

              ●摂取経路の遮断が行われた場合、区域変更 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

●水質汚濁防止法の特定施設において、有害物質を取り扱って 

いた工場、事業場を廃止したとき(法第 3条) 

●一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質変更の届出の際に、 

土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第 4条) 

●土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市長が認 

めるとき（法第 5条) 
 

①要措置区域 

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害

が生ずるおそれがあるため、汚染の除

去等の措置が必要な区域 

○汚染の除去等の措置を市長が指示 

○土地の形質変更の原則禁止 

 

②形質変更時要届出区域 

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害

が生ずるおそれがないため、汚染の除

去等の措置が不要な区域 

○土地の形質変更時に市長に計画の

届出が必要 

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調査機関に調査を行わせ、その結果を市長

に報告する。 

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除 

汚染土壌の

搬出等に関

する規制 
 

        ○ ①②の区域内の土壌搬出の規制（事前届出、計画変更命令、運搬基準・ 

          処理の委託義務に違反した場合の措置命令） 

        ○ 汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務 

        ○ 汚染土壌の処理業の許可制度、処理基準、改善命令、廃止時の措置義務 

 

土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合、健康被害のおそれに応じ、市長が区域を指定。 

 

健康被害の 

おそれあり 

健康被害の 

おそれなし 

土壌汚染調査の契機 

 

●自主調査において

土壌汚染が判明し

た場合に、土地所

有者が市長に区域

指定を申請（法第

14条） 
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 表 1-39 区域指定に係る指定基準 

分類 調査方法 調査対象の物質名 

溶 出 量 基 準 

（検液 1ℓ 当り） 

含 有 量 基 準

（土壌 1kg 当

り） 

第 1種特定

有 害 物 質

（ 揮 発 性

有 機 化 合

物） 

土壌ガス調査を

行う。 

検出された場合

には、深層まで

の試料を採取し

土壌溶出量試験

を行う。 

クロロエチレン 0.002mg以下 － 

四塩化炭素 0.002mg以下      － 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 － 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg以下 － 

シス―1,2-ジクロロエチ

レン 

0.04mg以下 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 － 

ジクロロメタン 0.02mg以下 － 

テトラクロロエチレン 0.01mg以下 － 

1,1,1―トリクロロエタン 1mg以下 － 

1,1,2―トリクロロエタン 0.006mg以下 － 

トリクロロエチレン 0.03mg以下 － 

ベンゼン 0.01mg以下 － 

第 2種特定

有 害 物 質

（ 重 金 属

等） 

採取試料の土壌

溶出量調査と土

壌含有量調査を

行う。 

カドミウム及びその化合

物 

0.01mg以下 150 mg以下 

六価クロム化合物 0.05 mg以下 250 mg以下 

シアン化合物 検出されないこ

と 

50 mg以下（遊

離シアンとし

て） 

水銀及びその化合物 水銀が 0.0005mg

以下かつ、アル

キル水銀が検出

されないこと 

15 mg以下 

セレン及びその化合物 0.01mg以下 150mg以下 

鉛及びその化合物 0.01mg以下 150mg以下 

砒素及びその化合物 0.01mg以下 150mg以下 

ふっ素及びその化合物 0.8mg以下 4000mg以下 

ほう素及びその化合物 1mg以下 4000mg以下 

第 3種有害

物質（農薬

等） 

採取試料の土壌

溶出量調査を行

う。 

シマジン 0.003mg以下 － 

チオベンカルブ 0.02mg以下 － 

チウラム 0.006mg以下 － 

有機りん化合物 検出されないこ

と 

－ 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 検出されないこ

と 

－ 

（2）農薬等使用の適正化 

農薬使用については、農薬取締法に基づき、無登録農薬や安全性に問題のある失効農薬の使

用が禁止され、適用作物について使用基準の遵守が義務づけられています。 

本市では、廃農薬の処理費用の一部助成事業を行い、廃農薬の適正処理を推進しました。 
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７ 都市環境問題 
（1）コミュニティバスの運行  

   前橋市が平成14年6月から運行を開始しているコミュニティバス「マイバス」は、公共交

通の活性化・既存バス路線の補完はもとより、中心市街地の活性化、移動困難者の支援など、

多くの目的を有しています。平成19年11月からは「マイバス西循環」が、さらに平成24年1

月からは「マイバス東循環」が本格運行を開始しました。 

現在は、北、南、西、東循環の4路線が運

行しており、全路線に乗降しやすいノンステ

ップ小型車両が導入されています。（北・南

循環：平成14年、西循環：平成20年、東循環：

平成25年からそれぞれ運行開始） 

市民の皆さんに路線バスを身近で便利な

乗り物として利用してもらうことで、マイカ

ー依存からの脱却を進め、地球に優しいライ

フスタイルの定着を図ります。 

 

（2）自転車利用環境整備事業  

本市は、自動車依存度が極めて高く、交通事故・渋滞問題、公共交通機関の衰退等の要因

となっていることから、自転車の利用しやすい環境を整えるため、平成10年から国道、県道、

市道、河川堤防上のサイクリングロードを連結する「群馬県サイクリングロードネットワー

ク計画事業」に着手し、平成11年に「自転車利用環境整備モデル都市」、平成17年には、所

沢市、横浜市と共に自転車利用倍増の「スーパーモデル地区」に指定されました。 

本事業では、段差の解消や透水性舗装による走行環境の向上、自転車及び歩行者の通行空

間を整備することによる安全性の確保等、安全で快適な自転車歩行者の市内ネットワークの

整備を推進し、安全な通学路の確保や自転車利用による環境保全、健康増進等の住民サービ

スの向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜整備前＞                 ＜整備後＞ 
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（3）レンタサイクル「マエチャリ」 

（公財）前橋観光コンベンション協会では、市内へ来訪される方の環境に優しい移動手段

として、ＪＲ前橋駅前にてレンタサイクル（愛称：マエチャリ）の貸し出しを行っています。 

 

○前橋駅西側自転車駐車場（前橋駅西側） 

電話：027－243－3258 

所在地：前橋市表町二丁目 70－1 

貸出時間： 8:00～19:00 

      料金：1台 1日 200円 
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８ 公害防止協定  

公害防止協定は、工業団地等進出企業の事業活動に伴い発生する公害を防止し、法律などに

よる規制では不十分な部分を補い、地域の特殊性を考慮したきめ細かい公害防止対策を行うこ

とを目的としています。 

協定内容は、公害防止計画、各種規制物質の排出基準遵守事項、公害防止施設の設置と適正

管理、廃棄物の処理、事故時の措置、測定、報告、立入調査、改善勧告、被害補償、援助及び

地位の承継を定めています。 

平成 7年度までに締結した公害防止協定は、市、前橋工業団地造成組合及び進出企業の三者

によって締結されていましたが、平成 8年度以降は、市と進出企業の二者による協定の締結と

なりました。 

なお、公害防止協定を締結している企業は、平成 30年 3月 31日現在で 143社となっていま

す。 

 

   表 1-40 公害防止協定締結数  

工業団地 協定締結数 

東前橋 5 

芳賀西 25 

芳賀東 29 

力丸 8 

東善・西善・中内 4 

城南 15 

下川淵 4 

泉沢 11 

上増田 16 

五代南部 12 

朝倉 8 

その他 6 

計 143 
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９ 公害苦情状況   
（1）公害苦情相談員 

公害紛争処理法の規定により、本市においても昭和 50年 4月 1日に公害苦情相談員を設置

しました。 

表 1-41 公害苦情相談員（平成 30年 3月 31日現在） 

環  境  部  環境政策課長 環境保全係長 

 ごみ減量課長 

農  政  部  農林課長 農村整備課長 

建  設  部  道路建設課長 

都 市 計 画 部  建築指導課長 

 

(2)公害苦情の現況 

公害苦情の中では、ごみ等の焼却行為による大気汚染が最も高い割合を占めています。

その次に多い苦情は悪臭、騒音、水質汚濁となっています（図 1-7参照）。 

公害苦情件数を経年変化で見てみると、平成 29年度は 123件と前年度の件数と比較して

増加となりました（平成 28年度 85件）（図 1-8参照）。 

発生源別公害苦情件数（図 1-9 参照）では個人の件数が最も多く、次いで建設業、製造

業の順となりました。苦情の発生源が個人の場合、近隣間のトラブルが原因である場合が

多く、また、法律等の規制がかからない場合も多いため、解決が長期化する傾向にありま

す。 

都市計画区域（用途地域）別公害苦情件数（図 1-10参照）では、市街化調整区域での苦

情が最も多く、野焼き等の生活に関連する苦情の発生が他の区域に比べ多い傾向にありま

す。 

野焼きなどによるごみ等の不法な焼却行為は、原則として禁止されています（廃棄物の

処理及び清掃に関する法律第 16 条の 2 参照）。枝木等も含め家庭で出たごみは、市の指定

袋に入れて、決められた日に集積所に出すよう、関係課と協力して指導を行っています。 

臭いに関する苦情では、堆肥の野積み、製造業系の事業場が発生源となる苦情が大半を

占めています。当市では、堆肥舎等の設置や、臭気発生施設への適正な維持管理等につい

て関係課と連携し指導を行っています。
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(3)公害苦情件数  

平成 29年度の公害苦情件数を図で示します。 

※土壌汚染、地盤沈下については 0件でした。 

 

 

        

 

 

 

※平成19年度より、集計方法を変更しています。同一発生源からの苦情の場合は1件として集計し、

また、典型 7公害以外の苦情申立ては計上しなくなりました。 
 

図 1-7 公害苦情件数種類別構成 

図 1-8 分野別公害苦情件数の経年変化 
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図 1-10 都市計画区域（用途地域）別公害苦情件

数 

図 1-9 発生源別公害苦情件数 

※地域の「その他」は都市計画区域外または発生源が不明の苦情です。 
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